
 

 

 

 

 

 

令和４年度 

総務経済常任委員会行政視察報告書 
 

期 間：令和４年 ５月２３日（月）から 

     令和４年 ５月２６日（木）まで 

訪問先：千葉県市川市、埼玉県八潮市 
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◎総務経済常任委員会 行政視察復命名簿 

 

●議 員   

  委 員 長  鈴木 利行 

副委員長  千葉 一幸        

  委  員  横澤 輝樹       

  委  員  田端かがり        

  委  員  鈴木 茂行 

  委  員  藤谷 良幸        

  委  員  佐藤由加里 

 

●同行職員 

  企画総務部総務防災課ＤＸ推進Ｇ 

主  査  倉  寿彦       

 

●議会事務局随行職員 

  書  記  三宮 祥平        
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   視 察 項 目 

 

千葉県市川市 

①自治体ＤＸの推進について 

②公共のスケートパークについて 

 

 

 

埼玉県八潮市 

③八潮市まちの景観と空家等対策

計画について 

  



- 4 - 

 

５月２４日（火） 

千葉県市川市 
○市の概要 

東京都の都心から１

０～２０キロメートル

圏内に位置し、通勤、通

学の便の良さから東京

のベッドタウンとして

発展している。 

国道１４号（千葉街道）

の北側の歴史は古く、旧石器時代や縄文時代の遺跡や古墳時代の古墳が多く残され

ており、１０００年以上前に創建された葛飾八幡宮を始めとした歴史のある寺社仏

閣も多く点在している。 

北東部の大野町、大町周辺の台地を中心に梨作りが行われている。平成１７年産

の梨の産出額は約２８億７千万円で、これは千葉県第１位の実績で、全国的にも有

数の梨産地を形成している。 都市農業の特徴を活かした「直売」がメインとなって

おり、北部の国道４６４号線は「大町梨街道」と名づけられ多くの直売所が立ち並

び、シーズンには大変な賑わいを見せている。 花きの生産では、ユリ、シクラメン、

ポット苗などが施設で栽培され、主に市場出荷されているが、最近では、道路沿い

にお洒落な直売所も建つなど、地場産の花々が市民に直接提供できるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

市川市 稚内市 

 人口 495,055人 31,503人 

面積（㎢） 57.45㎢  761.47㎢ 

予算総額 2,667億 2,600万円 457億 2,860万円 

財政力指数 1.09 0.37 

議員定数 42名 18名 

一般職員数 2,889名 291名 



- 5 - 

 

 

自治体ＤＸについて 

場所 市川市役所庁舎 

 

１．説明者 

 

企画部 行政経営・ＤＸ課  

山崎課長 

 

 

２．選定の背景及び目的 

 

自治体ＤＸは、単なる機器の更新や新たなシステムの導入ではなく、デジタル技

術を手段として活用しながら、これまでの様々な手続きや業務の仕組み自体を変革

すること（デジタル変革）であり、それらを通じて生まれる新たな価値や恩恵にこ

そ意味を持つため、その主体は“人”（これまでのＩＣＴ化の主体は“業務”）であ

り、市民サービスの質の向上にある。 

近年、私たちの想像を超えるスピードでデジタル化が進んでおり、デジタル技術

を積極的に活用しながら、市民の安全・安心を守り、次世代に誇れるまちづくりを

目指すことが、地方自治体の使命といっても過言ではない。 

２０１９年１２月以降、今もなお感染拡大の猛威を振るっている新型コロナウイ

ルス感染症（Covid-19)は、医療分野や経済活動の停滞だけではなく、私たちの生活

様式、教育、働き方など、社会全般に大きな影響をもたらしている。 

また、行政手続きにおけるデジタル化への遅れが表面化したことから、行政サー

ビスの在り方自体を根本的に見直す契機となり、昨年９月に発足した「デジタル庁」

を政策の司令塔としつつ、『デジタルの活用により、一人ひとりのニーズにあった

サービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残されない、

人に優しいデジタル化～』を目指し、日本全体のデジタル化が急速に進められてい

る。 

今回視察先に選んだ市川市は、自治体ＤＸにおいて先進都市である。 

総務省による「自治体ＤＸ推進手順書参考事例集（令和３年７月７日版）」におい

て、step１である「機運醸成」及び step３である「デジタルデバイド対策」の二つ

調査事項 
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の事例が掲載されているほど、いち早く国の自治体ＤＸ推進に先立ち動き始めてお

り、先進都市である市川市の取り組みを調査・研究し、当市のＤＸ推進に活かすこ

とを目的とする。 

 

３．市川市のＤＸ推進について 

 

社会情勢、産業等の変化が著しい現代において、少子高齢化やデジタル技術の発

展、ＳＤＧｓなど社会の変化を背景に、引き続き住民の福祉の増進を図るために自

治体のあり方も変化を求められている。 

また、新型コロナウィルス感染拡大により自治体のＩＴ化の遅れが浮き彫りにな

り、より迅速かつ具体的な自治体ＤＸの推進が進められるようになった。 

市川市は、そういった国の方針に先立ち、平成３１年度から市公式のＬＩＮＥア

カウントのサービスを開始するなど、ＤＸ関連事業に着手し、令和２年度に「市川

市ＤＸ憲章」を公開している。市川市のＤＸ憲章は、組織を挙げて整合性の取れた

ＤＸを計画し遂行するために、必要な指針及び判断基準を庁内向けのみならず、外

部のステークホルダーにＤＸについて説明する際のガイドラインとしての役割を含

めた目的を持つ。 
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市川市の自治体ＤＸを代表する取り組みの一つとして、令和２年７月に供用を開

始した新第１庁舎における「窓口ワンストップサービス」があるが、これまでの行

政手続きのあり方を刷新し、まさに市民目線（利用者目線）に立った手法（職員が

ＰＣをもって市民の下へ赴くスタイル）やフロアレイアウトであり、実現に向けて

は様々な課題をクリアにしながら運用に至ったことが推測された。 
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自治体ＤＸにおける重要課題の１つとして、職員自身が主体的に取り組み、ＤＸ

を推進していくための意識醸成（憲章内で「マインド」と呼ばれる部分）が求めら

れているが、市川市においては、ＤＸ憲章を柱としながらも、毎年度ＤＸに関する

研修や、業務に直結するワーキンググループなどを通じて認識の醸成を図っていた。 
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４．質疑 

 

質問：ＤＸ憲章を策定を担当した課は情報政策部か。 

回答：策定当時に担当したのは情報政策部（企画部ではない）令和４年度の機構改

革に伴い、行政経営・ＤＸ課を配置。人員再編・将来的な街のあり方へも直

結するため、企画部へ配置した。 

 

質問：ＤＸ憲章を掲げた研修のみで職員意識の醸成が図られるとは感じないが、研

修以外で取り組んでいることの具体例があれば。 

また、どのように事業化や業務のデジタル化を推進しているか 

回答：職員研修の他、若手中心のワークショップや分野別ワーキンググループを展

開し意識醸成について、継続して取り組んでいるところ。 

改善できる業務については各課で検討を進めており、具体的に取り組んでみ

て良かったものは、職員同士の口コミでも広まりやすい（RPA等）具体的な改

善が特に見込まれるシステム導入については、行政経営・ＤＸ課で毎年一定

の予算を付けており、そこから支出する形でスピード感を持った実現を図っ

ている。（予算化➡実施では、翌年度以降になるため） 

 

質問：ＤＸ憲章を市民がどのように受け止めていると感じているか？ 

住民の中にあった不満に対して、解決策を見出すために憲章策定に至ったの

か、行政が先に気づいて憲章にもっていった形なのか。 

回答：コロナ禍以前から、行政手続きの不便さに係る市民からの声が大きかった。 

コロナ禍になり、市役所への来庁をためらう声が以前より大きくなったこと、

デジタル変革への共通認識、リーダーシップを示すために、憲章を用いた。 

 

質問：デジタル化による格差が生まれてくると感じるが、行政における公平公正を 

確保するために、デジタル機器を持たない、また活用が苦手な方への配慮等

に対してどのように考えているか。 

憲章とすることで、強制ではないが、行政も市民も遵守することに向かって

いくことになるのではないか。デジタル活用ができない、出来ていない人へ

の救い上げ・支援（補助含め）が必要になってこないか。 

市民サービスの向上を掲げるときに、「憲章」まで引き上げた経緯がイコール
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で結びつかないのではないか。 

回答：「誰一人取り残さない」という SDGｓの視点にも立ち、行政運営をしていかな

くてはならない。 

窓口における申請を例にすれば、オンライン化は積極的に進めながらも、高

齢の方など、配慮が必要な方に対しては継続して電話予約を行っている。（現

状としてオンライン７割・電話３割） 

デジタルとアナログが融合した行政サービスを継続していく必要があると感

じている。 

デジタルにより軽減された業務負担を、市民への相談業務等に向けることで、

市民に一層喜ばれる行政サービスに繋げていきたいと思っている。 

 

質問：ＤＸを進めていく上でも、議会側が積極的にデジタル機器の活用等を進めて

いかなくては説明できないと感じているが、議会がデジタル化を進められて

いない背景は何か理由があるのか。 

回答：現在、市川市議会は紙媒体であり、デジタル化は進められていない状況。 

情報収集は事務局で行っているが、議員側からもなかなか声が上がってこな

い状況。しかし、必要性は感じている。 

 

質問：新庁舎におけるワンストップサービスの運用が図られているが、オープンス

ペース内におけるプライバシー保護の観点ではどのような対応が図られてい

るのか。 

回答：写真で見ると近く見えるが、各スペース２ｍ以上離れている状況。 

当然のことながら話の内容によっては配慮が必要であるため、状況に応じて

隣接する相談室へご案内する形で運用している。 

 

質問：ＤＸ憲章は「理念」として掲げたものと推測されるが、はじめはプロフェッ

ショナルの方がいない限りは、全体像を組み立てることは難しいものだと感

じる。 

策定された憲章は、今後様々な取組みを進めるにあたって、まずは「全体」

というよりも「一部」から始め、それを継続していくために作ったとの認識

か。 

回答：市川市の理念として掲げたものであり委託して策定に至った。 
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理念ばかりをいつまでも語っていても意味がないため、DX推進にあたっては、

個別に関係する部長で都度協議している状況。 

 

質問：これまでの行政においては、「全体像」を掲げ、憲章等を抜きにして実務をど

んどん実践していくケースが多かったと感じる。 

憲章を先行させたことは、１００の完成を先に示すのではなく、時代にあっ

た１でも１０でも「先に進める」という意思の表れだったのではと感じてい

るところ。 

策定にあたって、研修や協議を何回も重ねるものが従来ではあるが、策定後

に研修等が行われたとのことから、少しでも共通認識の下で、具体的に前に

進めていこうという表れだったのではないかと考えるが。 

回答：ＤＸ憲章の中身はまさに理念のような言葉が多い。 

全体像を示す従来の手法とは異なり、いきなり完成版は求めず、走りながら

更新していく、アジャイル型と呼ばれるもので、市役所としての考え方を示

すものである。 

 

５．委員所感 

 

○市川市のＤＸ憲章は、組織を挙げて整合性の取れたＤＸを計画・遂行するために、

内外の関係者間で認識共有をするために明文化したものである。明文化して示す

ことが憲章の目的でもあり、ガイドラインにもなり、宣言でもあるとの見解。市

民を縛るためのものではなく、市役所変革の意思表示といった印象。 

この憲章は情報政策部が中心となり策定したものだが、その情報政策部には①情

報政策課②ＷＥＢ管理課③情報システム課④情報管理課の４つの課が存在し、そ

れぞれ情報政策に係る総合的な企画・調整や基幹系システムの再構築、公式ＷＥ

ＢサイトやＳＮＳの管理運営、庁内のシステム構築や庁内ネットワーク、セキュ

リティに関すること等を担っているが、この４月より企画部に行政経営・ＤＸ課

が誕生した。将来的に自治体ＤＸをどう進め、どうしていくのかという部分はこ

の行政経営・ＤＸ課が担うこととなる。 

ＤＸ憲章に先駆けＤＸ研修をスタートさせている。オンライン研修では知識の上

書きで終わることが多いが、それを実装するためにワークショップ型研修を導入。

その成果が口コミで庁内に広がりを見せている。それにより、ＤＸ化へのハード
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ルが下がったのではないだろうか。 

予算に関しても、各課で計上すると次年度事業となってしまうため、行政経営・

ＤＸ課で予算を組んでいるとのこと。ＤＸは本来スピード感がアップするもの。

その一端を垣間見た気がする。 

市川市役所第一庁舎は、令和２年７月に一部供用を開始し、令和３年１月に全面

開庁となったのだが、遅れた理由はこのＤＸ化に起因する。各種窓口業務などを

省力化するワンストップサービスを新規導入することで階段が必要になったため、

新庁舎工事完成後に追加の工事を実施したもの。市川市ＤＸ憲章にある「顧客

ファースト」の実践である。 

議会においてはＤＸ化があまり進んでいないとのこと。しかし、議場の装備は参

考になるものがあった。氏名標を立てると出席のスイッチオンとなるらしい。 

市川市の自治体ＤＸは、前市長の肝いりで始まったものだが、そのイズムはしっ

かり継承されているのではないだろうか。ＤＸ化が進んだとしても、アナログは

なくならない、ＤＸ化が進むことによりできた人員や時間の一部をその人たちへ

のサービスをより良いものとしてしっかりとフィードバックしていくという考え

を聞き、誠実に、前向きにＤＸ化に取り組んでいるという印象を持った。紙、マ

イナンバー、ＳＮＳなど、今は過渡期であり、その過渡期をどう乗り越え、前に

進んでいくのか、今後も見守って、時には参考にしていきたい。 

 

○自治体ＤＸにより、職員の仕事が明確となりオンライン申請が普及され、窓口業

務が減少し、また書類作成等の作業が自動化されることにより市民と向き合う仕

事により一層力を注ぐことができるということで本市としては、自治体ＤＸを推

進すべきと考える。 

 

○市川市におけるＤＸ推進の経緯と現状を知ることができました。取り組むことで

効率化された、またはされる部分もあることなどは確かにその通りだと思います

が、個人的には何でもデジタル化していくことには違和感を持っています。 

また今後さらなるＤＸ推進によって自治体職員の削減に繋がってしまうようなこ

とは避けるべきであろうとも思います。 

利便性を向上させるべき部分と、そうではない部分についての検討をしっかり行

いながら進めていかなければならない事業ではないかと思いました。 
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○稚内市にて今後どのようにＤＸを推進していくのか、推進することによる職員の

業務負担が大きくならないよう工夫が求められると感じた次第である。 

 

○ＤＸ推進については、日本は、諸外国から比べ大幅に遅れていることが、コロナ

ウイルス感染症のパンデミックによりクローズアップしました。従って、昨今急

速に行政機関を始め企業・団体などにおいて、ＤＸ推進への取り組み競争が激化

しています。そのような背景の中、市川市は国に先立ち平成３１年よりＤＸの推

進に着手し、「市川市ＤＸ憲章」を策定し、研修会を重ねながら先駆的な取り組み

をされていたことが印象的でした。 

また、将来的には、職員の業務負担軽減のため、各種ＩＣツールの活用を進め、

時間的余裕ができた分を住民サービスに向けていくとの考え方に感銘しました。 

ＤＸ推進の主なものは、ワンストップサービス、オンライン申請、キャッシュレ

ス決済、ＩＴを活用した災害対策などであります。本市においては、令和７年度

内の新庁舎完成時にワンストップサービスなどを導入するとのことであるがＤＸ

推進が遅すぎると感じます。 

マイナンバーの交付率を訪ねると５月１日現在４６．６％で本市の４１．９％を

上回っていたもののＤＸ推進に力を入れている割には低いと感じた。 

また、議会におけるＤＸはタブレットの導入や議会議事録作成システムが未導入

であり、本市議会より遅れていました。 

 

○市川市では、単にデジタル化の推進ということではなく、ＤＸ憲章として全市的

な取組をすることで、市民にデジタル化の必要性と、その還元サービスのしつを

上げることを宣言している。 

また内部的にＤＸ方針の策定指針を明確化することで、その目的に向けた行政内

部の施策の整合性や責任の計画課を図っている。このことは稚内市の取り組むＤ

Ｘ推進計画とは大きな違いである。 

日本全体がコロナ禍の影響でＩＴ化の遅れが言われている。紙・押印の廃止や

キャッシュレス化の遅れ、ペーパーレス化の遅れやそれらに関わるセキュリティ

対策の脆弱さなど、稚内市はもとよりどこの自治体も同じ現状である。それらを

解決に向けて今後の自治体のあり方として、ＤＸ推進は欠かせない施策である。

いち早く取り組んでいる市川市は非常に参考になった。 

市川市の庁舎が新築されたことにより、完全なワンストップ化がされ窓口サービ



- 15 - 

 

スの充実やオンライン申請やキャッシュレス決済などが進みサービスの向上と事

務の効率化を図るなどを見たとき、これから稚内市の新庁舎が完成した時には、

市川市の事例を大いに参考すべきと考える。 

 

○デジタル化の流れが急速に進んでいる昨今にあって、全国の自治体は、今がまさ

に転換期であり、デジタル技術を活用しながらも、そういった手法に苦手意識を

持たれる市民への配慮や、複雑な行政手続きをできるだけ簡素化させることなど、

職員の事務負担軽減を積極的に図りながら、そこで生まれた余力を新たな市民

サービス向上に繋げていくことが求められているため、市川市の取り組みは大変

参考になった。 

 

○市川市が早期に策定した「ＤＸ憲章」は、社会情勢を的確に捉えるとともに、従

来のＩＣＴ化ではなく、ＤＸ（デジタル変革）に対する理念や自治体としての姿

勢を示すものであり、市民・行政・企業等で認識を共有し、変革を目指す取り組

みとして、参考になるものだった。 

自治体におけるＤＸは、単なる業務の機械化・置き換えではなく、デジタル機器

やデータ連携を通じて効率化された時間や労力を、市民サービスの更なる質向上

に繋げていくことが目的の大きなテーマであり、市川市が掲げる「ＤＸ憲章」を

柱に、具体的な取り組み（窓口ワンストップ・オンライン申請・ＲＰＡ等々）が

展開されていた。 

特に、行政組織という面においては、ＤＸがまちの将来像・全体像を描くことに

直結することから、今年度新たに『行政改革・ＤＸ課』を新設し、事業のスピー

ド感を高めるための予算措置や、人員の再編が行われていた。 

また職員の意識醸成のために、研修や若手職員に対するＷＳ・ＷＧ等を通じて、

ＤＸ施策に主体的に関わる人材育成にも取り組んでおり、自治体におけるＤＸは、

いち担当が奮起するものではなく、職員個々のスキルアップ等を通じて組織全体

が底上げされてくることを再確認した。 

デジタル庁の強力なリーダーシップの下、デジタル田園都市国家推進構想をはじ

め、グリーン化（ＧＸ）、ＳＤＧｓ等国際的な対応が地方自治体にも求められてお

り、他の自治体に遅れることがないよう、本市の将来像を見据えたＤＸ推進に今

後も努めていきたい。 
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市運営のスケートパークについて 

場所 塩浜第 2公園 

 

１．塩浜第２公園の概要 

 

本公園は、千葉県の埋立事業に

より、昭和６２年に千葉県から譲

与を受け、開発した都市公園であ

る。開設当初は近隣の工場・事業

所の従業員が多く利用していたが、

平成１３年頃からホームレスの居

住地として利用され、ゴミの投棄

も増え、事件、事故も発生するよ

うになってしまった。都市公園で

はあるものの、一般市民の来園は

全くなく、公園としての存在価値

が失われており、平成１８年にすべてのホームレスが公園から退去したことを期に、

「潮風を感じ、街中ではできないスポーツを楽しみ、健康維持、体力づくり、仲間

づくりのできる明るい公園」をコンセプトに立地を生かした再整備を行うこととし

た。 

 

２．スケートパークについて 

 

公園の中には、「市街地ではできないスポーツを楽しむ」「若者たちが楽しめる仲

間づくりができる施設」といった公園のコンセプトから、スケートパークやバスケッ

トコートが整備されている。 

スケートパークには、１，０１２㎡の敷地にスチール製のセクションの他にコン

クリート製のバンクなど本格的な設備が用意されている。 

整備当初、柵を飛び越え時間外利用などルールを守らない一部の利用者もいたが、

徐々に利用者内でもルールが定着し、視察時も平日にも関わらず若者が多く利用し

ていた。 

調査事項 
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３．委員所感 

 

○この公園でスケートボードを楽しんでいる人に話を聞くことができたが、ヘル

メット着用という塩浜第二公園ルールがあるため混雑することもなく楽しめてい

るとのこと。 

また、公園の改修計画があり、使用者からの意見を募る張り紙があった。ＱＲコー

ドを添付することにより、より楽に意見の回収ができる気がする。かく言う私も

このＱＲコードで意見を言える立場を得ている。ＨＰ上で「意見を募集します」

とやるよりも、ずっと市民に寄り添った、使用者のことを考えたやり方だと思う。 

稚内に戻り、みどりスポーツパークの横にひっそりとある「ランプ」で練習をし

ている人がいたので話を聞いてみた。自分がやり始めた頃よりは確実にスケボー

人口は多い、ここにこれがあることはやっている人間ならわかっている、これ（ラ

ンプ）があるだけでもやり始めた人にとってはありがたいこと、本音を言えば通

年で楽しむことが出来たり、違うセクションがあると嬉しいと笑顔で語っていた。

稚内という規模のまちで（スポーツの）多様性をどの程度受け入れられるのか、

非常に難しい問題ではあるが、このランプにしても私設のものを寄贈してもらっ

たもの。大がかりなことをやるのではなく、小さなことを積み上げていくことも

大切なのではないだろうか。 

 

○管理者、担当者と利用者の関係が良好で、常に利用者の意見を聴取しながら改善

を行なっている。ただし、何でも役所がやるのではなく、利用者も出来ることを

行い、管理者、利用者が一緒により良いものにしていこうという姿勢が素晴らし

かった。 

一般の人は車、スケートボードを使う人は駅からスケートボードをこいで、学生

は自転車で来るなど、場所は駅や市街地から少し離れているが、利用者は全く気

になっていないようだった。 

 

○スケートパークの視察では、元々都市公園であったものを、公園内の様々な問題

解決のためにスポーツ施設の整備促進をはかりながら再整備を進めたとのことで

した。現状にとらわれず、新たな機能を持たせることで存在価値や利用価値があ

がったのだと思います。 

利用者からも直接話を聞くことができ、施設が大変喜ばれていることがよくわか
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りました。どのような事業でも当事者の意見や要望を取り入れることが大変重要

ですが、このような施設整備にあたってはさらに必要なことであると思いました。 

 

○スケートボード、バスケットボールが屋外で出来る施設である。視察時は、天候

もよく平日でも利用者がたくさんと感じた。五輪でも競技になったことからも需

要は増えてくる施設と感じた。 

稚内市への整備については、ニーズ把握や規模、屋外屋内含めた調査研究は必須

と考える次第である。 

 

○人口の割には、平日と言え利用者が少なかったと感じました。本市のような若者

が少なく、風が強く、寒い地域ではなじまない施設であると思いました。 

 

○塩浜第２公園の利用が市民から遠のく形であったことやゴミの投棄、ホームレス

などの問題解決と市民が気軽に街中でスポーツを楽しめる施設として整備された

施設である。東京オリンピックで脚光を浴びたスケートボードを楽しむ若者や子

供たち、バスケットコートを２基保有していることから多くの利用者が訪れてい

た。 

稚内市にここまで大きな施設を考えなくても、みどりスポーツパーク駐車場の一

部を利用するなど考えていくべきと言える。維持費を掛からず市民が楽しめるこ

とが一番である。 

 

○都市公園機能の再生に向け、課題（不法投棄・ホームレス等）に対する具体的な

検討を進めるとともに、その再生価値を高めるため、「健康」や「仲間づくり」と

いったキーワードをもとに整備を行っており参考となった。 

特に利用効果については、視察時に実際に利用していた若者の聞き取りから感じ

取ることができ、また、定期的なアンケート等の実施により、今年度再整備を予

定しているとのことであり、市民ニーズを具現化する手法として参考になった。 
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５月 25日（水） 

埼玉県八潮市 
○市の概要 

埼玉県八潮市は、都心から

１５キロメートル圏内にあ

り、秋葉原駅までつくばエク

スプレスで最短で１７分で

到着するため通勤・通学に便

利なまちとなっている 。 

八潮市には、水路が非常に多く存在しており、古くから農業用水として用いられ

てきた。 

小規模な水路については、現在では暗渠化した上での道路化が進んでいる。この

ような暗渠上の道路は、周辺の地面よりも低くなっている。さいたま市、川口市な

どに次ぐ埼玉県東部地域有数の工業地域であり、倉庫や配送所も多い。 

地場産業では、浴衣の染色や上質の白玉粉が特産品となっている。長板中型と注

染があり、注染は大正１０年ごろから起こり浴衣染めの主流となった。 

毎年７月に「大瀬浅間・氷川神社」で行われる「大瀬の獅子舞」は、３５０年以

上前から行われてきた。もともと雨乞いや稲の病害虫駆除、悪疫退散を願う祭りで

あったが、江戸時代に富士浅間信仰と結びつき、３体の獅子の親子が富士山に登る

様子を物語風にした舞が完成された。１９９１（平成３）年には、埼玉県南部を代

表する獅子舞として埼玉県の無形民俗文化財にも指定されている 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

八潮市 稚内市 

 人口 93,010人 31,503人 

面積（㎢） 18.02㎢  761.47㎢ 

予算総額 679億 4,844万円 457億 2,860万円 

財政力指数 1.03 0.39 

議員定数 21名 18名 

一般職員数 512名 291名 



- 21 - 

 

 

八潮市まちの景観と空家等対策計画について 

場所 八潮市役所庁舎 

 

１．説明者 

                   

都市デザイン部  

都市計画課 山口課長 

 

２．計画策定の経緯 

 

近年の全国的な人口減少や少子

高齢化等により、居住その他の使

用がなされていない「空家等」が年々増加しており、総務省が５年ごとに実施する

住宅・土地統計調査によると、国全体の空家等は１０年間で約９２万戸増加し、空

家率１３．６％で過去最高の数字となり、大きな社会問題となっている。とりわけ

問題となっているのは、適切に管理が行われていない空家等の増加により、屋根や

外壁等の建築部材の落下や飛散、草木の繁茂、害虫の発生、不法投棄、放火の恐れ

など、防災、防犯、衛生、景観等多岐にわたる問題が発生しており、市民の安全・

安心な暮らしを阻害しかねないこととして危惧されている。 

今回視察した埼玉県八潮市も、平成２５年から平成３０年までの５年間で５６０

戸増加し、特に「その他の空家」（別荘や賃貸用・売却用以外の人が住んでいない住

宅）が増加していた。また、同時期に実施した家屋所有者に対するアンケートで市

は、市内全体で住宅総数のほぼ半数が建築年数２５年以上で、約２割は建築年数３

５以上であることがわかり、そのようなアンケート結果からも、今後も空家が増加

すると危惧された。 

そこで、空家に限らず、現に使用している建築物で適切に管理が行われていない

ものについても対策の対象とし、空家を所有者だけの問題として捉えるのではなく、

地域のまちづくり上の課題として捉え、建築物に関する対策を総合的・計画的に推

進するために「八潮市まちの景観と空家等対策計画」を策定した。 

     

 

調査事項 



- 22 - 

 

３．計画の内容 
 

 

対策１ 予防対策 

○ 空家等や特定居住物件等の発生予防に向けた取り組み 

・所有者等への啓発パンフレット配布 

・町会自治会向け出前講座の開設 

○ 法に基づく空家等データベースの整備 

  ・法に基づく「空家等に関するデータベース」の整備 

 

対策２ 活用・流通対策 

○ 相談体制の確立に向けた取り組み 

・関係団体との協定の締結 

・協定団体との意見交換会の開催 

➡総合的なコンサルティング体制として、 

 （仮称）まちづくりセンターの検討 

・関係団体による空家の無料相談会の開催 

・「空家バンク」の設置 

 

対策３ 管理不全対策 

○ 特定空家等・特定居住物件等への対策に向けた取り組み 

・条例に基づく審議会の設置 

・特定空家等及び特定居住物件等の認定基準の検討 

○ 空家等や管理不全状態にある建築物件等への対策 

・庁内における実務マニュアルの作成 

・庁内検討会議及び実務者会議の開催 

 

計画期間：平成２８年度から平成３７年度まで１０年間    

基本方針 「市民が安全・安心して暮らせる良好な街並づくり」 

対策１ 予防対策 

 対策２ 活用・流通対策       関係者の連携 

 対策３ 管理不全対策 
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主な取り組み 

○高齢者ふれあいの家支援事業 

地域における社会的孤立を防止し、心身

の健康維持や介護予防のため、健康づくり

やいきがいづくりなどの趣味活動などを

行う高齢者の交流の場。 

空きや等を活用して「高齢者ふれあいの

家」を開設する方に対し、運営費などの助

成を行う。 

 

○「やしお家づくりデザインマナーブック」をもとに、八潮らしい町並み分譲住宅

認定制度を策定 

５０年、１００年先を見据え、地域に根差した八潮らしい町並みづくりを推進す

るため「やしお家づくりデザインマナーブック」のデザイン要素を踏まえて建築さ

れた、新築戸建て分譲住宅を八潮市が認定する制度。 
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４．質疑 

  

質問：特定空家については、審議会を通じて行政代執行等の流れになってくると思

うが、期限についてはどのように取り扱っているか。 

期間が長期にわたる場合、緊急対策等だけで安全が確保されないと感じると

ころであるが。（稚内市においては風の街でもあるため屋根の飛散、壁の崩壊

等）また、緊急対策や大がかりな安全対策にかかる予算措置はどのようになっ

ているか。 

回答：期限は特に定めていない。 

行政代執行になった場合は、一定程度の期間を要することになるが、関連す

る部門（建築・道路管理等）が連携することで、都度対応している状況であ

る。八潮市においても年間数件の緊急対応を実施することがあるが、空き家

の所有者へも継続的に繋がり、状況を連絡することで、時期を空けずに対応

してくれている状況でもある。 

緊急対策等に係る予算措置はしておらず、都度協議の上対応している。 

 

質問：民間のニーズに対し、行政側が個人情報の観点から情報を出せないケースが

多いと思われる。八潮市の場合はどの程度の情報を共有しているのか。 

回答：空き家の情報については、近隣住民からの情報が多い。 

所有者と繋がることで、様々な制度やニーズがあることを周知しているため、

所有者側からのアクションが多いこともある。 

「空家バンク」の活用は現在無いが、以前登録があったものについては全て

売れた実績がある。 

 

質問：空き家対策に求められることの１つとして「所有者等への意識付け」を掲げ

ているが、実際は難しい案件でもあるため、市民に対して行っている対策が

あれば。 

回答：出前講座や窓口相談等、行政との接点時においてパンフレットを示している

ことがある。また、税通知（固定資産税）等においてもお知らせすることが

ある。 
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質問：協定に基づく「関係団体の連携による取り組み」として、各分野の専門家が

知恵をしぼるとあるが、具体的にどのような形となってきたか。 

回答：関係団体からは、他自治体の優良取り組みを示されることがあるが、あくま

でも八潮市にとってどうかという視点に立つことが前提である。 

知恵を出し合い続けることがまさに「連携」である。 

八潮市においては市街化調整区域（市街化抑制）があるため、それらに対す

る取り組みもまさに知恵を出し合うことの一つである。 

 

質問：「景観」や「空家」に関する計画や条例が複数存在していたものと考えるが、

八潮市においては本計画や条例（まちの景観と空家等対策の推進に関する条

例）を通じて統一されている。 

稚内市においては、景観条例は策定されていないが、空き家等対策条例にお

いて「景観」について一部触れられているが、「景観条例をきちんと作ろう」

という思いで前々からいるが、八潮市における「景観」という考え方は。 

回答：「みんなでつくる美しいまちづくり条例（平成２３年１０月）」において、空

き家条例を入れなかった経緯は不明であるが、景観を主とし、「まちづくりは

景観から」という視点が強かった。 

建物の高さの統一（２５ｍ（商業地区等以外））等「八潮らしい家づくりマナー

ブック」を策定し、八潮市の５０年、１００年後を見据えた街づくりを目指

した。 

 

４．委員所感 

 

○八潮市は、平成１７年につくばエクスプレスが開業し、八潮駅が誕生してから、

人口は毎年増え続け、現時点で約１６，０００人の増加。しかしながら人口構成

での老年人口率は約１０増加していて、空き家率は、住宅戸数が増加しているの

でつくばエクスプレス開業当時とほとんど変わらないが、空き家の戸数は増加し

ている。 

八潮市の空き家対策は、１８，０３㎢という面積が関係していると感じる。「市民

が安全・安心して暮らせる良好な街並みづくり」が目標であることからも、ただ

空き家だけの対策ではないということが見て取れる。 

庁内検討会議の委員メンバー構成は、防犯・防災・企画・資産税・ 福祉・環境・
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商工・建築・区画整理・水道・自治会担当・消防・景観都市計画と多岐にわたる。   

多方面から街並みづくり、ひいてはまちづくりを推進するという意識。空き家対

策を含め、まちの景観を考えていく。 

土地区画整理事業も１１地区で行っており、市街化区域の約５５％を占める。つ

まりは、まちづくりの一環として空き家対策があるのではないだろうか。 

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」第７条には「市町村は、空き家等対

策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を組織するこ

とができる」とあり、八潮市も協議会を組織している。 

また、八潮市まちの景観と空き家等の対策の推進に関する条例第２３条において

は、八潮市特定空き家等・特定居住物件等調査審議会の設置を明記し、同条例施

行年に審議会を設置した。特筆すべきは、協議会の市民委員からの意見の吸い上

げに、市民委員との座談会を設けていること。発言のしにくさを考慮したものだ

が、自分の住んでいる土地を１番わかっているのはその土地に住むものであるこ

とから、とてもいい取組であると感じる。 

そしてもう一つ、審議会の構成メンバー不動産・建築・法律・福祉・産業・技術

サービスの分野におけるそれぞれの団体）と協定を締結したこと。これにより、

空き家対策を超えた空き家対策、空き家対策を包含するまちづくりの体制が強固

になったのではないだろうか。残念ながら参考という意味で、人口の増え続けて

いる東京のベッドタウンでは、空き家バンクに載せるほど物件が滞留しないとい

うことを付け加えておく。 

 

○人口が増えていることもあり、利用できない空き家は更地にすれば確実に売れる

こともあり、所有者への対応は比較的問題なさそうだった。 

 

○空き家対策については、本市でも苦労している一つです。とりわけ危険家屋につ

いては条例等ありますが、所有者の問題もあり実際には対応しきれていないのが

実情です。 

八潮市では、「八潮市特定空家等・特定居住物件等調査審議会」の設置や「八潮市

まちの景観と空家等の対策に関する協定」等が締結されおり、様々な個人・団体・

関係者等が関わり空き家問題に取り組んでいるとのことで、これらの具体的な内

容については本市でも大いに参考にしていける部分ではないかと思います。 
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○稚内市において、八潮市とは自治体規模が違うが同じような取り組みにより空き

家の発生予防、景観を維持できるような対策は必要と思った次第である。 

○全国的には空き家が８５０万から９００万戸と推計され大きな問題となっていま

す。本市においても条例を制定し対策をしているものの平成３０年度では空き家

率が１４．７％と全道の１３．５％、全国の１３．６％を上回り、毎年増え続け

ている現状の中での視察では空き家率が９．０％と低いことに驚きを感じました

が、東京から「つくばエクスプレス」で１５分から２０分ほどの地であるため、

空き家物件の需要があるとからと思います。 

また、空き家バンク制度や八潮市街の景観と空き家等対策計画、高齢者ふれあい

の家への活用など多義にわたり、思いの外少ない予算で取り組まれていると感じ

ました。 

 

○稚内市の空き家対策推進計画と大きな違いは、大都市との距離感や人口の違いは

あるにせよ、八潮市の今後の街のあり方５０年・１００年を考え、どのような街

にすべきかが明確にされている点である。建築物の景観や色、高さの制限など、

町の統一感をもって長期的に施策を取り組んでいることである。 

空き家や空き地を解消するためにリフォームや利用に関する補助のあり方は、都

市部に近い事から回転率は高いと感じる。稚内市では朽ちていくだけであるが、

八潮市ではその利用度が高いことも言える。 

八潮市では、この「八潮市まちの景観と空家等対策計画」を担保するために、条

例を制定され街の景観として市民も一体で進めることがうたわれている点は、稚

内市の景観条例が策定されていないことを考えると学ぶべき点である。 

 

○空き家の維持管理の代行サービス等の充実、利活用に関する相談サービスの充実

を図ることにより、都心から近いこともあり空き家対策がより一層進むと考えら

れる。 

 

○「まちづくりは景観から」という視点に立ち、景観と空き家等を一体とした対策

計画とし、空き家は所有者のみの問題ではなく地域のまちづくり上の課題である

ことを認識としていることは大変参考となった。 
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まち全体がコンパクト（行政面積本市の４２分の１）であり、空き家の性質、利

活用に向けた一定程度のニーズ等、一概に本市との対比が難しいところではある

が、本市においても、地域や関係団体との連携を一層密にすることで、所有者へ

の意識啓発をはじめ、まちで全体の景観や安全安心を実現する取り組みを進めて

いく参考となった。 

 

 

 

 


